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１．所内全域調査の経緯 
平成１６年７月に本館床下から放射性物質（ウラン化合物、トリウム化合物）の入ったガラス瓶２１

本が発見され、すみやかに文部科学省へ報告しました。同年９月以降、同省の指導を受けながら、建物

内に不審な物がないか点検するとともに、建物外では地表面及び地上高さ１ｍにおける放射線測定を実

施し、北西地区（図のＡ－１（Ｎ）地区）については重点調査区域としてボ―リング調査を実施してお

ります（第１次調査は平成１７年１０月に完了）。 
第１次調査では、解体予定の建物の下については調査対象から外しておりましたが、これらの場所に

ついても、順次調査を実施しております（第２次調査）。 
 

２．第１次調査の結果と第２次調査の状況 
   第１次調査の結果、北西地区、Ｆ棟跡・Ｇ棟跡周辺、ポンプ室跡周辺などの地中に、自然界レベルを

超えるウラン、トリウムを含む土壌などが存在することが判明しました。この結果を文部科学省へ報告

し、同省により、これらが存在していても周辺環境への影響はなく、安全であることが確認されました。 
なお、これら土壌などには、精製済ウランを含むものと、鉱石由来のウラン、トリウムを含むものと

があり、前者は放射性廃棄物として、後者は自主的に管理する土壌として、それぞれ回収して保管する

こととしております。 
第２次調査は、一部の場所（図の未調査場所）で未了ですが、これまでの結果では、ポンプ室跡周辺

でトリウムを含む土壌の存在が確認されました。 

  
      

 
 

（テントＡ）    （テントＢ）  （移動型テント（ポンプ室跡周辺）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（テントＦ棟）           （テントＧ棟）           （テントＣ）  
 

旧

中
山

道

産

業

道

路

さいたま新都心駅方面

Ｎ－２(Ｎ)

食堂棟

本 館本 館

地下保管庫
（施設Ｎ）

開発Ｂ棟開発Ｂ棟

開発Ａ棟開発Ａ棟

別 館別 館

開発Ｃ棟開発Ｃ棟

緑化整備
（一般開放）

（一般開放）

グラウンド

Ｎ－２(Ｓ)

Ｎ 棟

Ｓ 棟

新排水処理
施設

迂回路

テントＢ

テントＡ

Ａ－１(Ｎ)

テントＣ

テントＧ棟

：回収作業用テント：回収作業用テント

：未調査場所（建屋解体後調査）：未調査場所（建屋解体後調査）

：回収中及び今後の回収区域：回収中及び今後の回収区域

Ｓ－４

（施設Ｓ）

ポンプ室跡周辺

旧Ｆ棟､Ｇ棟跡周辺

1

1

1

2

3

4 5

6

78

9

10

2

3

4

2

3

4

：管理区域：管理区域

：空気中の放射性物質濃度測定位置

：地下水採取位置

：空間線量当量率測定位置

Ｎ－３(Ｗ) Ｎ－３(Ｅ)



３．回収作業と保管について 
土壌などの回収作業は、飛散防止のためそれぞれの回収場所に、写真に示すようにテントを設置し、 

その中で実施しております。 
回収した土壌などは、次のとおり保管のこととしております。 

                    （回収作業を実施中） （回収作業完了時） 
 精製済ウランを含むもの         ⇒  施設Ｓ   ⇒ 施設Ｎ（地下保管庫） 
 鉱石由来のウラン、トリウムを含むもの  ⇒  Ｓ棟    ⇒ 開発Ａ棟（１階） 
      

回収作業の現状は次のとおりです。 
① 精製済ウランを含む土壌などについては、テントＡ、Ｂでは回収を完了したことが文部科

学省の現地調査によって確認されております。その後、解体撤去の許可を得ましたので、

近くテントを解体撤去いたします。テントＣについては、テント西側の地中に回収対象土

壌が認められたことから、テント設置範囲を拡大し、管理区域を拡大する準備を進めてお

りましたが、許可を得ましたので、近く回収作業を再開いたします。 
② 鉱石由来の土壌などについては、テントＡ、Ｂ内、テントＦ棟内、ポンプ室跡周辺では回 
  収が完了し、現在テントＧ棟内と北西地区の移動型テント内において回収作業中です。今後、

テントＡ、Ｂ及びテントＦ棟の土台周辺での回収を移動型テントを設置して行う予定です。

なお、Ｎ－２（Ｎ）地区、Ｎ－２（Ｓ）地区の建屋基礎を撤去した跡で回収対象土壌など 
が認められましたが、既に回収を終えております。 

③ 角型容器に封入した精製済ウランを含む土壌などについては、４月の中ごろに施設Ｎ（地下 
保管庫）へ移しております。 

④ 回収時の作業効率を上げるため、Ｎ棟においても仕分け作業を開始しております。 

⑤ 平成２０年３月末までに回収した量は、角型容器（１．５ｍ３）の個数で 

       精製済ウランを含有する土壌など         １７４個 

鉱石由来のウラン、トリウムを含有する土壌など  ５５９個 

        となります。 

 
４．全体スケジュール 
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Ｑ１：鉱石由来のウラン、トリウムと精製済ウランとでは、どう違うのですか？ 

Ａ１：鉱石由来のウラン、トリウムは、自然のままの状態のウラン、トリウムです。一方、 

精製済ウランは、ウラン鉱石などを化学的に処理して得られたウランです。法令上、 

鉱石由来のウラン、トリウムは核原料物質、精製済ウランは核燃料物質となり、取 

扱方法にも差が出てきます。なお、回収した土壌は、調査結果に基づいて区分して 

おります。 

      

  Ｑ２：土壌の回収作業時の安全管理はどのように行なっているのですか？ 

  Ａ２：（精製済ウランを含む土壌を回収する場合） 

       放射性廃棄物として回収しますので、回収場所には、管理区域を設定し、作業者 

       の出入管理と被ばく管理、空気中の放射性物質濃度の測定、周辺での放射線測定 

       などを行なっております。 

     （鉱石由来のウラン、トリウムを含む土壌を回収する場合） 

       調査の結果判明しているウラン、トリウムの濃度であれば、法令上は精製済ウラ 

       ンの場合のように管理区域を設定する必要はありませんが、同様に、作業者の出 

入管理と被ばく管理、空気中の放射性物質濃度の測定、周辺での放射線測定など 

を行なっております。 

      ｛回収作業開始後に行なった分析の結果では、法令に基づいた核原料物質の使用の届出を 

要しない放射能濃度の限度である３７０Bq/g を超えることはなく、これまで最大でも 

３１Bq/g です。｝ 

 

  Ｑ３：回収した土壌は、施設Ｎ（地下保管庫）と開発Ａ棟の１階に保管するということで 

     すが、どのような区分で施設Ｎと、開発Ａ棟とに分けるのですか？ 

  Ａ３：上記Ｑ２のとおり、精製済ウランを含む土壌は放射性廃棄物としての管理が必要で 

     すので、旧核燃料試験研究施設整備で回収した放射性廃棄物と同様管理区域である 

施設Ｎ（地下保管庫）で保管します。一方、自主的に回収している鉱石由来のもの 

については、一般の建物である開発Ａ棟の１階に保管しますが、管理区域を設定し 

た場合と同様に、建物内とその周辺で放射線測定を行なうこととしております。 

なお、開発Ａ棟の２階は引き続きオフィス等に利用します。 

 

  Ｑ４：周辺への影響の有無の確認はどのように行なっているのですか？ 

  Ａ４：敷地周辺の空間線量当量率と、空気中の放射性物質濃度を毎週１回測定しています。 

また、毎月１回、敷地内に設置してある１０ヶ所のモニタリング井戸から地下水を 

採取して、ウラン、トリウムの含有量分析を行なっています。これまでの調査結果 

では、周辺への影響はありませんでした（測定位置は本文２．の図をご参照）。         

                  お問い合わせ先：三菱マテリアル株式会社 

                           大宮総合整備センター「近隣の皆様の相談室」 

                           電話 0120-662-637 (フリーダイヤル) 

                           Ｅメール：k-soudan@mmc.co.jp  

                                                     作成日 平成２０年 5 月２４日  

Ｑ ＆ Ａ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


